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-------------------------------------------------------------------------------------- 

価格交渉促進月間（2024 年９月）の 

フォローアップ調査結果～中小企業庁 

原材料費やエネルギー価格、労務費などが

上昇する中、多くの中小企業が価格交渉・価

格転嫁できる環境を整備するため、中小企業

庁では 2021 年９月より、毎年３月と９月を「価

格交渉促進月間」と設定し、受注企業が発注

企業にどの程度価格交渉・価格転嫁できたか

を把握するための調査を実施しています。 

2024 年 11 月 29 日に公表された同年９月

のフォローアップ調査の結果では、価格転嫁

に関する発注側企業による説明状況や、サプ

ライチェーンの各段階における価格転嫁の状

況、官公需における価格交渉・価格転嫁の状

況についても初めて調査が行われました。 

 

◆価格交渉の状況 

直近６か月間における価格交渉の状況は、

「発注側企業から申し入れがあり、価格交渉

が行われた」割合は、前回から約２ポイント増

の 28.3％、「価格交渉が行われた」割合も前

回から約１ポイント増の 86.4％でした。 

発注企業からの申し入れは浸透しつつある

ものの、受注企業の意に反して「交渉が行わ

れなかった」割合が約 1.5 割あり、引き続き、

労務費指針の徹底等による価格交渉・転嫁へ

の機運醸成が必要です。 

 

◆価格転嫁の状況 

 コスト全体の価格転嫁率は 49.7％で、今年

３月より約３ポイント増加しています。「全額価

格転嫁できた」割合は、前回から約３ポイント

増の 25.5％、「一部でも価格転嫁できた」割合

も前回から約３ポイント増の 79.9％と、増加し

ました。 

価格転嫁の状況は改善してはいますが、

「転嫁できた企業」と「できない企業」で二極化

がみられ、転嫁対策の徹底が重要です。 

 

◆価格転嫁に関する発注側企業による説明 

今回調査では、価格転嫁に関する発注側

企業による説明を初めて調査しました。価格

交渉が行われたものの、コスト上昇分の全額

の価格転嫁には至らなかった企業（全体の

37.8％）のうち、発注側企業から価格転嫁につ

いて、「納得できる説明があった」と回答した企

業は約６割ありました。一方で、「発注側企業

から説明はあったものの、納得できるものでは

なかった」または「発注側企業からの説明はな

かった」とする回答が約４割となっています。 

発注側企業に対し、価格交渉の場の設定

のみならず、価格に関する受注側企業への十

分な説明も求めていく必要があります。 

【中小企業庁「価格交渉促進月間（2024 年９

月）フォローアップ調査結果」】 

https://www.meti.go.jp/press/2024/11/2024

1129001/20241129001-1.pdf 

 

ハローワークにおける求人不受理の対象

が追加されます 

◆ハローワークにおける求人不受理の対象と

は？ 

 ハローワークの求人は、労働関係法令の規

定に違反し、企業名公表等の措置が講じられ

た者からの求人の申込みについては受理しな
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いことができると、職業安定法の政令に規定さ

れています。 

 例えば、労働基準法や最低賃金法の規定

に、過去１年間に２回以上、同一条項違反で

是正指導を受けた場合は是正後６カ月経過ま

で不受理となります。送検・公表された場合

は、送検後概ね１年経過まで不受理となりま

す。また、男女雇用機会均等法や育児・介護

休業法の規定に違反し、是正を求める勧告等

に従わずに公表された場合も是正後６カ月経

過まで不受理となります。 

 

◆改正育児・介護休業法の施行にあわせて

求人不受理の対象が追加 

 2024 年の通常国会で成立した改正育児・介

護休業法は、一部が 2025 年４月１日と 2025

年 10 月１日の２回に分けて施行されます。こ

の改正法の施行にあわせて、求人不受理の

対象が追加されます。 

 具体的には、労働者が家族の介護の必要

性に直面した旨を事業主に対して申し出たこ

とを理由とした不利益取扱いの禁止への違反

が、2025 年４月１日から追加されます。 

 また、(1)労働者から確認された就業に関す

る条件に係る意向の内容を理由とした不利益

取扱いの禁止、(2)柔軟な働き方を実現するた

めの措置（３歳から小学校就学までの子を養

育する労働者に対する始業時刻等の変更等

の措置）の実施義務、(3)事業主が講じた柔軟

な働き方を実現するための措置に係る申出を

したこと等を理由とした不利益取扱いの禁止

を定めた規定への違反について、2025 年 10

月１日から追加されます。 

【厚生労働省「第 376 回労働政策審議会職業

安定分科会労働力需給制度部会 資料」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45125.

html 

 

外国人技能実習生の転籍要件が明確化

されました 

◆技能実習の運用要領を改正 

出入国在留管理庁が、外国人技能実習の

運用要領を改正し、転籍を可能とする場合の

要件に、「ハラスメントを受けている場合」が明

記されました。技能実習生の失踪の増加や、

外国人労働者に対する人権侵害に対する批

判が国際的にも高まっていることを受けた対

応だと思われます。 

技能実習生は原則３年間転籍ができませ

んが、「やむを得ない事情」があったときは、受

入企業を変更する転籍が認めています。 

これまで、この「やむを得ない事情」にどの

ような場合が該当するのか定義があいまいで

したが、暴行や各種ハラスメント（暴言、脅迫・

強要、セクハラ、マタハラ、パワハラなど）を受

けている場合、重大悪質な法令違反・契約違

反があった場合に転籍できることが明確化さ

れるとともに、直接被害を受けた技能実習生

だけでなく、同僚の技能実習生についても対

象となりました。 

技能実習であるからといって、ハラスメント

や賃金不払いなどの法違反が許されないこと

が明確にされた形です。また、転籍を申し出る

ための専用様式も作成されたそうですので、

今後は転籍の申出がなされやすい状況となっ

たようです。 

 

◆技能実習制度は「育成就労制度」へ 

労働基準法違反・法定労働時間を超えた

労働、労働安全法違反、労災隠し、賃金未払

い、実習計画に基づかない実習などは、認定

の取り消しや是正指導、送検等につながりま

す。 

技能実習制度はあらたに「育成就労制度」

への見直しが行われます。新たな制度は

2027 年の開始が見込まれますので、今後の

動向に注意しておきましょう。 

【「技能実習制度における「やむを得ない事

情」がある場合の転籍の改善について」】 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ti

tp/10_00216.html 

 

当事務所よりひと言 

今年の十二支はヘビ。脱皮を繰り返して成長す

るため、永遠や生命、再生の象徴とされていま

す。事業運営も同じく成長していきたいものです。 
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